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１．実施概要 

（１）保安検査実施期間（詳細日程は別添１参照） 

自 平成２９年５月２５日（木） 

至 平成２９年６月９日（金） 

 

（２）保安検査実施者 

敦賀原子力規制事務所 

加藤  照明 

木村  隆一 

楠見  好章 

大和田 博幸 

北嶋  勝彦 

西村  正美 

 

２．敦賀発電所の設備及び運転概要 

号 機 出 力 

（万ｋＷ） 

運転開始年月 前四半期から保安検査終了日までの 

運転状況 

１号機 ３５．７ 昭和４５年３月 廃止措置中 

２号機 １１６．０ 昭和６２年２月 

運転期間 

（―） 

停止期間 

（平成２３年５月７日～） 

施設定期検査期間 

（平成２３年８月２９日～） 

 

３．保安検査内容 

今回の保安検査では、下記に示す検査項目について、立入り、物件検査、関係者への質

問により、保安規定の遵守状況を確認するとともに、日々実施している運転管理状況の聴取、

記録確認、発電用原子炉施設の巡視等についても保安検査として実施した。 

 

（１）基本検査項目（下線は保安検査実施方針に基づく検査項目） 

① １号機廃止措置移行に伴う保安規定変更部分の下位文書への展開状況 

② 予防処置に係る実施状況 

③ 保守点検工事に係る実施状況 

④ マネジメントレビューに係る実施状況及び安全文化醸成活動の実施状況 

⑤ 保安検査期間中に行われる保安活動の実施状況（物品倉庫及び一時仮置き場所の
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物品の管理状況（抜き打ち検査）） 

 

（２）追加検査項目 

なし 

 

（３）その他 

なし 

 

４． 保安検査結果 

（１）総合評価 

今回の保安検査においては「１号機廃止措置移行に伴う保安規定変更部分の下位文

書への展開状況」「予防処置に係る実施状況」「保守点検工事に係る実施状況」「マネジ

メントレビューに係る実施状況及び安全文化醸成活動の実施状況」「保安検査期間中に

行われる保安活動の実施状況（物品倉庫及び一時仮置き場所の物品の管理状況（抜き

打ち検査））」を基本検査項目として選定し、検査を実施した。 

基本検査の結果「１号機廃止措置移行に伴う保安規定変更部分の下位文書への展

開状況」ついては、保安規定変更に伴い、一次文書（保安規定）、二次文書（業務要項）

及び三次文書（実施要領、手順書、取扱書、手引書、マニュアル及び基準）の変更が適切

に実施されていることを確認した。 

「予防処置に係る実施状況」については「他の施設等から得られた知見の技術的検討」

「国内の原子力施設における保安検査・定期安全管理審査及び溶接安全管理審査等か

ら得られた知見の反映検討」を行い「予防処置に関する水平展開」が必要となった場合には、

対策の有効性評価を敦賀発電所事故・故障・トラブル検討会で検討し、対策が実施されて

いることを確認した。 

「保守点検工事に係る実施状況」については、平成２８年度に「２号機Ｂ非常用ディーゼ

ル発電機シリンダ冷却水ポンプ軸の曲がり」「２号機Ａ冷却材貯蔵タンク室での作業員に被

水」が発生しており、その是正処置が他の保守点検工事についても的確に反映され、実施

されていることを確認した。特に「２号機Ｂ非常用ディーゼル発電機シリンダ冷却水ポンプ軸

の曲がり」については「工事要領書作成運用手引書」内にある「工事要領書の作成に係るチ

ェックシート」に是正処置の確認項目を追加することについて指摘した。この指摘事項について

は、今後の保安検査等により対策の実施状況を確認することとする。 

「マネジメントレビューに係る実施状況及び安全文化醸成活動の実施状況」については、

マネジメントレビューについて、経営責任者の積極的な関与の下、マネジメントレビューのイン

プット情報が適切に議論され、アウトプットとして品質マネジメントシステム及びそのプロセスの

有効性、業務の計画及び実施に係る改善等の事項に関して組織としての課題が明確にさ

れ、経営責任者から改善が指示されていることを確認した。また、安全文化醸成活動につい

て、平成２８年度安全文化醸成活動の計画に基づいた活動状況の評価・分析が行われ、
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評価・分析結果は、実施部門管理責任者により安全文化醸成活動の実施状況として、マ

ネジメントレビューのインプット情報に取りまとめられ、社長にインプットされていることや発電所に

おける平成２８年度安全文化醸成活動の活動計画の中で「トラブル・労働災害等の未然防

止の推進」として、トラブル低減、火災防止、ヒューマンエラー低減活動（トラブル検討会・ヒュ

ーマンファクター活動推進委員会・ヒューマンファクター各部会）が実施されていることを確認し

た。その他、昨年度に発生した被水事象を受けて、平成２０年以降の敦賀発電所のヒューマ

ンエラー事象を分析し安全文化の側面から問題を洗い出したところ「作業マネジメント」「不明

な点を資す姿勢」「仕事への当事者意識」が弱点として挙げられたことから、平成２９年度の

新たな安全文化醸成活動の取組の一つとして、所員が「安全文化の行動宣言」の作成をす

ることで安全文化の意識を高める取組みにより安全文化の更なる浸透を図っていることを確

認した。 

「保安検査期間中に行われる保安活動の実施状況（物品倉庫及び一時仮置き場所の

物品の管理状況（抜き打ち検査））」については、保安検査期間中に行われる保安活動にお

いてありのままの現場実態を把握するため、実施状況の確認頻度が比較的低い保安活動と

して選定し、物品の表面汚染密度の測定方法、物品管理のための規定の制定状況、記録

の保管状況等、適切に管理が行われていることを確認した。物品を管理区域（汚染管理区

域）から管理区域外に搬出する場合の表面汚染密度の測定要領を定めている「物品管理

手順書」を確認したところ、分解可能なもの及び測定すべき内部の構造のあるものは、分解

後現れる表面を対象とすることとなっている。発電用原子炉設置者（以下原子炉設置者とい

う）は、分解後に測定可能な表面全てを直接法で測定するが「分解できない物品で内部構

造をもつもの」の測定については「JIS Z 4504 に基づき、スミア法により試料を採取し測定して

いる」ことを確認する一方、代表ポイント選定の考え方が明確でないことを指摘したところ、スミ

ア法による試料採取時の代表ポイント選定の考え方を「物品管理手順書」に明確にするとの

回答があった。この指摘事項については、今後の保安検査等により対策の実施状況を確認

することとする。 

保安検査実施期間中の日々の運転管理状況については、原子炉設置者からの施設 

の運転管理状況の聴取、運転記録の確認、原子炉施設の巡視等を行った結果、特に問

題は無かったことを確認した。 

以上のことから、今回の保安検査を総括すると、選定した検査項目に係る保安活動は、

良好なものであったと判断する。 

 

（２） 検査結果 

１） 基本検査結果 

① １号機廃止措置移行に伴う保安規定変更部分の下位文書への展開状況 

１号機の廃止措置（本年４月１９日付け）移行に伴い、敦賀発電所原子炉施設保安

規定が変更された。保安規定変更に伴い、一次文書、二次文書及び三次文書の変更が

適切に実施されていることを確認することとし、検査を実施した。 
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検査の結果、敦賀発電所の QMS 文書は一次文書の保安規定、二次文書の業務要項、

三次文書の規程、実施要領、手順書、取扱書、手引書、マニュアル及び基準で構成されて

いることを「文書管理要領別表第２－２敦賀発電所１及び２号機品質マネジメントシステム

文書体系リスト」により確認した。 

二次文書の業務要項は９０件あり、三次文書は３３６件あることを「文書管理要領別表

第２－２敦賀発電所１及び２号機品質マネジメントシステム文書体系リスト」により確認した。

一次文書、二次文書及び三次文書の規定事項の展開状況については「一次文書、二次

文書及び三次文書の規定事項の展開表」により確認した。三次文書の変更について、１号

機廃止措置への移行に伴い、規程番号を従来の１号機及び２号機共通を意味する類別

「ＱＭ敦賀」から、２号機を意味する類別「ＱＭ敦２」で識別していることを「文書管理要領別

表第２－２敦賀発電所１及び２号機品質マネジメントシステム文書体系リスト」により確認し

た。 

保安規定第４章運転管理の変更に伴い、二次文書及び三次文書の変更については、

共有設備の運用の見直しに伴い２７５ｋV 母線保護装置、固体廃棄物貯蔵庫及び焼却

炉設備が２号機の設備となり「運転管理業務要項」「電気設備運転手順書」「タービン設

備運転手順書」「巡視点検手順書」「警報処置手順書」「故障時運転手順書」を改訂し

ていることを「決裁書原議」「改正前後比較表」により確認した。 

保安規定第６章放射性廃棄物管理の変更に伴い、二次文書及び三次文書の変更に

ついては、放射性固体廃棄物管理雑固体焼却設備での焼却処理を行う管理所掌が発電

長（２号機担当）に変更されたことから、灰ドラム一時置場への集積の管理所掌を発電長に

変更していることを「放射性廃棄物管理業務要項」「敦賀発電所固体廃棄物管理基準改

正前後比較表」により確認した。また、保安規定改正前では敦賀発電所における放射性気

体廃棄物の放出管理目標値は、希ガス及びよう素１３１について 1 号機及び 2 号機の合算

値で管理していたが 1 号機の廃止措置移行に伴い、放出管理の対象として廃止措置工事

に伴い発生する粒子状放射性物質（コバルト６０）を追加するとともに、希ガス及びよう素１３

１については、1 号機からの寄与分を見直していることを「放射性廃棄物管理業務要項」「敦

賀発電所固体廃棄物管理基準改正前後比較表」により確認した。共用設備の運用の見

直しに伴い、焼却炉排気筒の所属を 1 号機から２号機に変更し「放射性廃棄物管理業務

要項」「敦賀発電所放出管理手順書」を改訂していることを「決裁書原議」「改正前後比較

表」により確認した。 

保安規定の２号機第８章保守管理の変更はないが、1 号機の廃止措置移行に伴い、

以下のとおり、二次文書及び三次文書の改訂を行っていることを確認した。共用設備を２

号機で保全するよう「保全計画検討マニュアル」を改訂していること、保全対象範囲の変更

に伴い、共用設備の保全部門を２号機に記載していること、共用設備（焼却炉設備等）の

設定値に係る分掌範囲を 1 号機から２号機に変更すべく「警報設定値及び保護継電器

整定値管理要領」を改訂していること、共用設備（焼却炉設備）の巡視点検を 1 号機から

２号機に変更すべく「巡視点検手順書」を改訂していること、廃止措置移行後は要求がなく
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なるため「供用期間中検査管理手引書」を２号機単独の手引書としていること、1 号機設

置の共用設備（焼却炉，モニタリングポスト等）の定期事業者検査（定期事業者検査相当

の自主検査含む。）について、２号機に移管する旨を定め「定期事業者検査実施手引書」

を２号機単独の手引書としていること「高経年化対策実施手引書」の 1 号機に係る記載を

削除し、２号機単独の手引書としていること、保守管理業務要項「保全対象範囲の策定」

のうち共有設備の警報設定値等の管理を２号機としたことに伴い「敦賀発電所警報設定

値及び保護継電器整定値管理要領」を改訂していることを「決裁書原議」「保守管理業務

要項」「保全計画検討マニュアル」「敦賀発電所警報設定値及び保護継電器整定値管理

要領」「巡視点検手順書」「供用期間中検査管理手引書」「定期事業者検査実施手引

書」「高経年化対策実施手引書」により確認した。 

以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断する。 

 

② 予防処置に係る実施状況 

「他の施設等から得られた知見の技術的検討」「国内の原子力施設における保安検査・

定期安全管理審査及び溶接安全管理審査等から得られた知見の反映検討」を行い「予

防処置に関する水平展開」が必要となった場合には、対策の有効性評価を敦賀発電所事

故・故障・トラブル検討会で検討し、対策が実施されていることを確認することとし、検査を実

施した。 

検査の結果「他の施設等から得られた知見の技術的検討」については、本店発電管理

室にて、国内（自社及び他社）原子力施設の故障・トラブル情報（法律に基づき報告、原子

力安全推進協会から発出された重要度文書、その他原子力規制委員会からの情報、ニュ

ーシア登録情報、自社及び他社からの故障・トラブル情報）、国外原子力施設の故障・トラ

ブル情報（ＩＮＰＯ Nuclear Network 情報、ＩＡＥＡ・ＯＥＣＤ／ＮＥＡ ＩＲＳ情報、ＮＲＣ 

Bulletin 情報、ＷＡＮＯ情報、メーカ故障・トラブル情報、原子力推進協会からの海外情

報）、国内外他施設の不適合情報（経済産業省管轄のトラブル、原子力規制委員会管轄

のトラブル、文部科学省管轄のトラブル他）及び技術情報・緊急情報を入手していることを

「不適合管理要項」「予防処置対応要領」により確認した。本店発電管理室が、敦賀発電

所での検討が必要と判断された情報について「技術連絡票」により敦賀発電所へ検討が依

頼され、発電所は水平展開の検討を行って結果をまとめていることを「不適合管理要項」

「予防処置対応要領」「技術連絡票」「敦賀発電所事故・故障・トラブル情報処理手引書」

「情報検討処理票」により確認した。また、自社のトラブル等については，速やかに情報を入

手し検討を行っていることを「不適合管理要項」「予防処置対応要領」「敦賀発電所事故・

故障・トラブル情報処理手引書」により確認した。一方、発電所においては、国内原子力発

電所及び日本原燃サイクル施設のトラブル等について、速やかに検討を行うため、原子力施

設情報公開ライブラリー「ニューシア」を活用し、他プラントへの水平展開の検討が必要となっ

た情報は、本店からの技術連絡票による検討依頼を待たずに水平展開の検討を行うよう処

理していることを「不適合管理要項」「敦賀発電所事故・故障・トラブル情報処理手引書」
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「技術連絡票伊方３号『１次冷却材ポンプの第３シール部のリークオフ流量増加について」

（平成２８年７月１７日発生）」により確認した。 

「国内の原子力施設における保安検査・定期安全管理審査及び溶接安全管理審査等

から得られた知見の反映検討」については、本店発電管理室から「技術連絡票」にて検討

依頼を受けた情報により、水平展開の検討を行い、その結果を「情報検討処理票」にまとめ

ていることを「不適合管理要項」「予防処置対応要領」「敦賀発電所事故・故障・トラブル

情報処理手引書」「情報検討処理票」「技術連絡票東京電力株式会社柏崎刈羽、福島

第一及び福島第二原子力発電所の点検周期を超過した機器に係る保安規定違反事象」

により確認した。 

「予防処置に関する水平展開」については「予防処置対応要領」に基づき開催する敦賀

発電所事故・故障・トラブル検討会にてその妥当性を審議・確認して、敦賀発電所の対応

方針を審議・決定していることを「予防処置対応要領」「敦賀発電所事故・故障・トラブル情

報処理手引書」により確認した。対策が必要となった情報の処理について、対策の有効性

評価を敦賀発電所事故・故障・トラブル検討会で検討し、対策の実施がされていることを

「第２６４回事故・故障・トラブル検討会議事録、情報処理検討処理票」「第２６８回事故・

故障・トラブル検討会議事録、情報処理検討処理票」「第２７７回事故・故障・トラブル検

討会議事録、情報処理検討処理票」「敦賀発電所事故・故障・トラブル情報処理手引書」

「技術連絡票川内１号『所内電源設備点検作業中の人身事故について』（平成２２年１月

２３日発生）」「技術連絡票福島第二４号『中央制御室冷凍機【圧縮機Ｃ１吸込圧力低】

警報発生について』（平成２４年９月６日発生）」「技術連絡票福島第二２号『中央制御室

冷凍機（Ａ）冷媒漏えい事象について』（平成２７年８月８日発生）」「技術連絡票東海第二

『可搬型設備保管場所（非管理区域）における油の漏えい』（平成２６年６月２４日発生）」

「技術連絡票福島第一原子力発電所５号機『原子炉隔離時冷却系の機能喪失における

保安規定違反事象』（平成２２年９月２日発生）｣により確認した。 

以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断する。 

 

③ 保守点検工事に係る実施状況 

平成２８年度に発生した「２号機Ｂ非常用ディーゼル発電機シリンダ冷却水ポンプ軸の曲

がり」「２号機Ａ冷却材貯蔵タンク室での作業員に被水」の点検工事に係る不具合事例が

発生したことから、その是正処置が他の点検工事に的確に反映され、実施されていることを

確認することとし、検査を実施した。 

検査の結果、以下のとおり、その是正処置が他の点検工事に反映され、実施されているこ

とを確認した。 

（ⅰ） 不具合事例１：「２号機Ｂ非常用ディーゼル発電機シリンダ冷却水ポンプ軸の曲がり」 

平成２９年２月３日に判明した「２号機Ｂ非常用ディーゼル発電機シリンダ冷却水ポンプ

軸の曲がり」については、平成２８年１２月２１日、Ｂ非常用ディーゼル発電機の点検に伴う

試運転のため、ディーゼル機関を起動したところ、シリンダ冷却水圧力低により自動停止し
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た。シリンダ冷却水ポンプを分解点検した結果、ポンプインペラ吸込み側端部の割れ及びポ

ンプ軸の曲がりが認められたものであった。当該ポンプのインペラを交換する場合の是正処置

について、以下のとおりとしたことを「不適合管理票『敦賀発電所２号Ｂ非常用ディーゼル発

電機シリンダ冷却水ポンプ軸の曲がり』」「保修室調達実施取扱書」「工事要領書作成運

用手引書」により確認した。 

    ａ．テーパ嵌めあいのインペラを交換する場合は以下の項目を行うこと。なお、これらのこと

は作業手順（要領書等）に明確な記載をすること 

(a) インペラナットの締付時にトルク値と挿入量を管理すること 

      (b) インペラナットの切削加工をする場合は加工会社に加工精度及び寸法検査を要

求すること 

      (c) インペラナットの切削加工又はシムによる位置調整をする場合には、詳細な手順

及び技術図書を提出すること 

ｂ．テーパ嵌めあいのインペラを交換した場合は、各部の寸法計測等によりインペラが軸

に対して傾いていないことを確認すること 

c．機器組み立て時の注意事項として、製造メーカ以外の施工会社が、現地工事にて

初めて部品（消耗品を除く）の交換や分解点検を行う場合、その管理方法を製造メ

ーカへ確認のうえ、作業手順（要領書）又は技術図書等により明確にすること 

また「工事要領書作成運用手引書」内にある「工事要領書の作成に係るチェックシート」

に是正処置についての確認項目がなかったことから追加することについて指摘した。この指

摘事項については、今後の保安検査等により対策の実施状況を確認することとする。 

（ⅱ） 不具合事例２：２号機Ａ冷却材貯蔵タンク室での作業員に被水 

平成２８年１１月３０日に発生した「２号機原子炉補助建屋地下２階Ａ冷却材貯蔵タ

ンク室での作業員の被水」については、A 冷却材貯蔵タンク室内の点検対象弁の取り付け

ボルトを緩め、溜まり水を抜こうとしたところ、水が飛散し、作業員１０人が被水したものであ

った。その是正処置として「水抜きする場合の排水方法、排出先等の現場確認、水抜き

範囲の確認、開放作業時の排水量の定量的評価、水抜き担当グループの明確化、作業

票検討状況票検討手引きの追加、特別承認の使用目的の明確化｣について「作業票運

用要領」に明記したことを改正前後比較表により確認した。 

また、作業責任者に対し水抜きに関する情報共有を行わなかったことへの是正処置とし

て「機器解放に伴い系統の水抜きを必要とする場合には、事前に作業責任者は工事監

理員に水抜き範囲及び方法について説明を受ける」旨について「工事要領書作成運用手

引書」に明記したことを改正前後比較表により確認した。 

以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断する。 

 

④ マネジメントレビューに係る実施状況及び安全文化醸成活動の実施状況 

マネジメントレビューに係る検査については、経営責任者の積極的な関与の下、マネジメン

トレビューのインプット情報が適切に議論され、アウトプットとして品質マネジメントシステム及
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びそのプロセスの有効性、業務の計画及び実施に係る改善等の事項に関して組織としての

課題が明確にされ、経営責任者から改善が指示されていることを確認することとし、検査を

実施した。また、安全文化醸成活動の実施状況の確認については、平成２８年度のヒュー

マンエラー発生件数が昨年度と比較し増加傾向であり、業務上の不備も指摘したことから、

今後事業者の改善に向けた活動を確認するとし、検査を実施した。検査の結果、以下のと

おり、実施されていることを確認した。 

（ⅰ） マネジメントレビューに係る実施状況 

社長によるマネジメントレビューの実施にあたり、実施部門管理責任者は「組織の業

務・原子炉施設に関する品質マネジメントシステム及びプロセス」に係わる情報（レビュー結

果を含む）をマネジメントレビュー・インプット情報にとりまとめていることを「技術連絡票『平成

２８年度敦賀発電所品質マネジメントシステム・レビューインプット情報の提出依頼』」により

確認した。また、発電所長は、インプット項目として、平成２８年度「品質保証計画書」に

おける実施状況をフォローアップしていることを「マネジメントレビュー要項」「品質保証運営委

員会要領」「品質目標及び品質保証計画管理要領」「平成２８年度敦賀発電所品質マ

ネジメントシステム・レビュー結果について（平成２９年２月２７日版）」により確認した。 

マネジメントレビュー・アウトプットとして「マネジメントレビュー実施記録」にまとめられ、実

施部門管理責任者から発電所長に対して通知されていることを「第１７回実施部門マネジ

メントレビュー実施記録の通知について」により確認した。また、本通知に基づき「(ⅰ)原子

炉等規制法改正による新たな検査制度も見据えて、実効的な保安活動となるよう準備を

進めること。」については、平成３０年度試運用開始に向け、関連情報を収集・動向を把握

するとともに新検査制度を踏まえて運営管理を再構築し、平成２９年度中に新たな検査精

度導入に必要となる諸準備に目途を付け、着実な移行に見通しを得ること、具体的展開と

しては、関連情報の収集・動向把握、新検査制度を踏まえた運営管理の再構築及びパ

ーフォーマンス指標の拡充・見直しを実施すること「(ⅱ)品質保証活動（コンプライアンス・安

全文化醸成活動を含む）が、有効性を評価し、実効的な活動となるよう品質保証検討会

で検討・議論しながら、改善を図っていくこと。」については、品質保証活動の改善計画に従

い、実効的な活動ができるよう、品質保証検討会で検討・議論しながら改善を図っていくこ

と、具体的展開としては「品質保証の改善計画書」に従い有効性が評価でき実効的な活

動となるよう、品質目標が設定されること、品質保証計画が策定されることを品質保証検

討会で検討・議論し、改善に向けた対応を実施すること「(ⅲ)雑固体廃棄物の処理処分

について、これまでの実績を踏まえた中長期計画を策定すること。」については、プラズマ溶融

炉の今後の運用について見極めるとともに圧縮装置の導入等の代替処理方法について検

討すること及びクリアランス制度の適用対応を実施すること、具体的展開としては、敦賀プラ

ズマ溶融設備の今後の運用見極め及び圧縮装置導入に係る仕様検討すること「(ⅳ)実

効的な改善に繋がる根本原因の抽出が可能となるＲＣＡの在り方について、より批判的で

客観的な自己評価となるような仕組みを構築すること。」については、発電所で発生したトラ

ブル（不適合事象）に対して、早急かつ客観的な原因分析を実施することにより、背景要因、
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直接原因等を保安運営に反映すること、具体的展開としては、不適合に係る傾向分析や

直接原因分析の深化及び品質保証運営委員会で議論すること「(ⅴ)コンプライアンス・安

全文化醸成活動推進委員会の運営にあたって、各室所の自己評価が不十分である点が

改善すべき事項として挙がっており、これに向けた取組みを行うこと。」については、確実な自

己評価を行うことができ自己評価に必要な方案（考え方、ステップ、方策案など）について品

質保証検討会で検討すること、具体的展開としては、方案について品質保証検討会で検

討すること及び自己評価についてコンプライアンス・安全文化醸成活動推進委員会で審議

することの５項目を実施部門管理責任者が発電所長に指示していることを「第１７回実施

部門マネジメントレビュー改善計画書」「実施部門マネジメントレビュー改善計画の実施依

頼について」により確認した。 

（ⅱ） 安全文化醸成活動の実施状況 

敦賀発電所において、各課室にて平成２８年度安全文化醸成活動の計画に基づいた

活動状況の評価・分析が行われ、コンプライアンス・安全文化醸成活動推進委員会にて審

議されていることを「第 1７回実施部門マネジメントレビュー・インプット情報」により確認した。

この評価・分析結果は、実施部門管理責任者により安全文化醸成活動の実施状況とし

て、マネジメントレビューのインプット情報に取りまとめられ、社長にインプットされていることを

「コンプライアンス・安全文化醸成活動要項」「第 1７回実施部門マネジメントレビュー・インプ

ット情報」「第２８７回事故・故障・トラブル検討会議事録」「情報処理検討処理票」により

確認した。 

発電所における平成２８年度安全文化醸成活動の活動計画の中で「トラブル・労働災

害等の未然防止の推進」として、トラブル低減、火災防止、ヒューマンエラー低減活動（トラ

ブル検討会・ヒューマンファクター活動推進委員会・ヒューマンファクター各部会）が実施されて

いることを「第９６回ヒューマンファクター活動推進委員会議事録」「ヒューマンファクター保修

部会議事録」により確認した。平成２８年度の実績としては、ヒューマンエラーが頻発している

ことを踏まえ９月５日に臨時でヒューマンファクター活動推進委員会を開催し、９月６日に所

員への意識高揚を図るため、所長からのメッセージの発信やヒューマンエラー低減ツールを用

いた事例検討会を実施したことを確認した。また、ヒューマンエラーの直接原因分析結果に

ついてアドバイザーチームによる第三者確認を行う運用を開始していることを「アドバイザーチ

ーム実施結果」により確認した。しかしながら、評価・分析の結果、年間目標を達成すること

が出来なかったことから、平成２９年度も引き続き、ヒューマンエラー撲滅に向けた活動（ヒュ

ーマンエラー低減ツールの一層の定着化等）を安全文化醸成活動として推進していることを

「平成２９年度 委員会活動計画」により確認した。 

その他、昨年度に発生した被水事象を受けて、平成２０年以降の敦賀発電所のヒュー

マンエラー事象を分析し安全文化の側面から問題を洗い出したところ「作業マネジメント」

「不明な点を資す姿勢」「仕事への当事者意識」が弱点として挙げられたことから、平成２９

年度の新たな安全文化醸成活動の取組の一つとして、所員が「安全文化の行動宣言」の

作成をすることで安全文化の意識を高める取組みにより、安全文化の更なる浸透を図って
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いること、その他にも「安全文化の掲示板」を設置し、所員の安全文化に対する意識向上

を図っていることについて「過去のヒューマンエラーの傾向分析および対策方針について」「『安

全文化の行動宣言』の運用開始について」「平成２９年度コンプライアンス・安全文化醸成

活動計画(重点施策)」「安全文化の掲示板」「第４７回コンプライアンス・安全文化醸成活

動推進委員会議事録」により確認した。 

以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断する。 

 

⑤ 保安検査期間中に行われる保安活動の実施状況（物品倉庫及び一時仮置き場所の   

物品の管理状況（抜き打ち検査）） 

保安検査期間中に行われる保安活動の実施状況（物品倉庫及び一時仮置き場所の物

品の管理状況（抜き打ち検査））については、保安検査期間中に行われる保安においてあり

のままの現場実態を把握するため、実施状況の確認頻度が比較的低い保安活動として、

物品倉庫（約２，５００トン）及び屋外に保管されている一時仮置き場所の物品（約２２０トン、

３９７箱（メッシュ箱３０５箱、鉄箱９２箱））について、表面汚染密度の測定方法、物品管理

のための規定の制定状況、記録の保管状況等、適切に管理が行われていることを確認する

こととし、検査を実施した。 

検査の結果、屋外に保管されている仮置き物品のうち、電動機部品（固定子）（１号機Ａ

炉心スプレイポンプ用電動機）等について、以下のとおり確認した。表面汚染密度の測定方

法については、当該物品は、分解可能な範囲まで分解し、分解後現れる表面を直接法及

びスミア法にて法令の定める表面密度限度の１/１０を超えていないことを確認することについ

て「物品管理手順書（搬出運用基準値：１.０Bq/㎠未満）」により確認した。当該物品のよ

うに形状が複雑な場合においては、ＪＩＳ Z ４５０４に基づき、試料を採取し、Ge 核種分析

装置により人工核種が検出されていないことを確認することとしていることを「表面汚染密度の

測定方法 事業者説明書」により確認した。放射線・化学管理マネージャの代務者として立

会確認をする者は、教育・ＯＪＴによりスミア採取方法等の力量を有する者であることを「表面

汚染密度の測定方法 事業者説明書」により確認した。 

物品を管理区域（汚染管理区域）から管理区域外に搬出した後、物品倉庫及び一次仮

置き場所に保管する場合の表面汚染密度の測定要領を「物品管理手順書」により確認し

たところ「分解可能なもの」「測定すべき内部の構造のあるもの」は、分解後表れる表面を対

象とすることとしており「分解可能なもの」については分解後に測定可能な表面全てを直接法

で測定するが「分解できない物品で内部構造をもつもの」の測定については、「JIS Z 4504 に

基づき、スミア法により試料を採取し測定する」ことを確認した。試料採取時の代表ポイント

選定の考え方が明確でないことを指摘したところ、スミア法による試料採取の代表点選定の

考え方を「物品管理手順書」に明確にするとの回答があった。この指摘事項については、今

後の保安検査等により対策の実施状況を確認することとする。  

汚染区分「Ｂ」区域の出口で搬出するすべての物品について、放射線・化学管理マネージ

ャの立会のうえ、一品ごとに表面汚染密度を測定し、搬出運用基準値未満である場合は
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「汚染管理区域物品搬出票」に必要事項を記入して搬出していること、また、当該物品搬

出票は、保存期間（ＱＭＳ上保存期間５年）を経過すれば、廃棄していることを「表面汚染

密度の測定方法事業者説明書」により確認した。なお、前回の保安検査で確認した「物品

倉庫保管票」の一部紛失については、不適合管理票にて再発行をしていることを「物品倉

庫保管票（再発行）」により確認した。同時に、物品倉庫に保管する物品については「物品

倉庫保管台帳」に必要事項（工事件名、品名、発生 場所、重量、汚染結果等）を登録

していることを「物品倉庫の運用管理手順書」「物品倉庫保管台帳の記載内容確認フロー」

「物品倉庫保管台帳」により確認した。 

更に、一時仮置きとしていながら平成２１年から屋外において長期に亘り仮置き保管になっ

ていることについて聴取したところ、原子炉設置者は、物品倉庫内に作業エリアを確保するた

め、一部の物品を屋外に仮置きしているが、物品倉庫の整理に予想以上に期間を要してい

ることから、錆の発生など腐食による物品の劣化という観点で良い環境とはいえないため、屋

外において長期に亘る保管状態となっていることについては速やかに解消するとの回答があっ

た。 

以上のことから、当該検査項目に係る保安規定の遵守状況は良好であると判断する。 

 

（３）違反事項 

なし。 

 

５．特記事項 

  なし。 
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（別添１：１/３） 

保安検査日程 

月 日 ５月２２日（月） ５月２３日（火） ５月２４日（水） ５月２５日（木） ５月２６日（金） ５月２７日（土） ５月２８日（日） 

午 前 

 

 

 

 

 

 

 

   ●初回会議 

●運転管理状況の聴 

取及び記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴 

取及び記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

 

●中央制御室の巡

視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午 後 

 

 

 

 

 

 

 

   ◎保安規定変更部分の

下位文書への展開状況 

 

 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

◎保安規定変更部分の

下位文書への展開状況 

 

 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務 

時間外 

    

 

 

 

 

 

 

 

○：基本検査項目 ◎：保安検査実施方針に基づく検査項目 ★：追加検査項目 ◇：抜き打ち検査項目 ●：会議/記録確認/巡視等 

５月２５日（木）の初回会議及び６月９日（金）の最終会議は、１号炉（廃止措置）保安検査と合わせて実施。また、５月２５日（木）～２６日
（金）、６月２日（金）、６月７日（水）～８日（木）において、１号炉（廃止措置）保安検査を実施 
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（別添１：２/３） 

保安検査日程 

月 日 ５月２９日（月） ５月３０日（火） ５月３１日（水） ６月１日（木） ６月２日（金） ６月３日（土） ６月４日（日） 

午 前 ●検査前会議 

●運転管理状況の聴 

取及び記録確認 

●中央制御室の巡視 

●原子炉施設の巡視 

（原子炉補助建屋） 

 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴取

及び記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴取

及び記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴取

及び記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴取及

び記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午 後 

 

 

 

 

 

 

◎予防処置に係る検査 

◇保安検査期間中に行

われる保安活動の実施状

況（物品倉庫及び一時仮

置き場所の物品の管理状

況） 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

◎予防処置に係る検査 

◇保安検査期間中に行

われる保安活動の実施状

況（物品倉庫及び一時仮

置き場所の物品の管理状

況） 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

◎保守点検工事に係る

検査 

◇保安検査期間中に行

われる保安活動の実施状

況（物品倉庫及び一時仮

置き場所の物品の管理状

況） 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

◎保守点検工事に係る

検査 

◇保安検査期間中に行

われる保安活動の実施状

況（物品倉庫及び一時仮

置き場所の物品の管理状

況） 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

◎マネジメントレビューに係る

検査及び安全文化醸成活

動の実施状況の確認 

◇保安検査期間中に行わ

れる保安活動の実施状況

（物品倉庫及び一時仮置き

場所の物品の管理状況） 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務 

時間外 

●中央制御室の巡視 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

○：基本検査項目 ◎：保安検査実施方針に基づく検査項目 ★：追加検査項目 ◇：抜き打ち検査項目 ●：会議/記録確認/巡視等 

５月２５日（木）の初回会議及び６月９日（金）の最終会議は、１号炉（廃止措置）保安検査と合わせて実施。また、５月２５日（木）～２６日
（金）、６月２日（金）、６月７日（水）～８日（木）において、１号炉（廃止措置）保安検査を実施 
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（別添１：３/３） 

保安検査日程 

月 日 ６月５日（月） ６月６日（火） ６月７日（水） ６月８日（木） ６月９日（金） ６月１０日（土） ６月１１日（日） 

午 前 

 

 

 

 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴

取及び記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴取

及び記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴取

及び記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

●検査前会議 

●運転管理状況の聴取

及び記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

●最終会議 

●運転管理状況の聴取

及び記録確認 

●中央制御室の巡視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午 後 

 

 

 

 

 

 

◎マネジメントレビューに

係る検査及び安全文

化醸成活動の実施状

況の確認 

◇保安検査期間中に

行われる保安活動の実

施状況（物品倉庫及び

一時仮置き場所の物品

の管理状況） 

 

●チーム会議 

●まとめ会 

◎マネジメントレビューに係

る検査及び安全文化醸

成活動の実施状況の確

認 

◇保安検査期間中に行

われる保安活動の実施状

況（物品倉庫及び一時仮

置き場所の物品の管理状

況） 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

◇保安検査期間中に行

われる保安活動の実施状

況（物品倉庫及び一時仮

置き場所の物品の管理状

況） 

 

 

 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

◇保安検査期間中に行

われる保安活動の実施状

況（物品倉庫及び一時仮

置き場所の物品の管理状

況） 

 

 

 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

◇保安検査期間中に行

われる保安活動の実施状

況（物品倉庫及び一時仮

置き場所の物品の管理状

況） 

 

 

●チーム会議 

●まとめ会議 

●最終会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務 

時間外 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

○：基本検査項目 ◎：保安検査実施方針に基づく検査項目 ★：追加検査項目 ◇：抜き打ち検査項目 ●：会議/記録確認/巡視等 
５月２５日（木）の初回会議及び６月９日（金）の最終会議は、１号炉（廃止措置）保安検査と合わせて実施。また、５月２５日（木）～２６日

（金）、６月２日（金）、６月７日（水）～８日（木）において、１号炉（廃止措置）保安検査を実施 


